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日本公証人連合会では、10月

１日からの「公証週間」に合わせ、

遺言などの公正証書作成に関わ

る無料相談会を行います。電話

での相談も受け付けます。

■日時 10月１日鍾～７日鉦午

前９時半～午後４時※上醤は事

前予約が必要

■場所・問い合わせ・申込先

一関公証役場（察0191-21-2986）

現在使用している国民健康保険被保険者証（以下、保険証）の有効期限は、９月30日です。

10月１日から使用する新しい保険証（薄緑色）を９月下旬に、世帯ごとに郵送します。届いたら、注意事項を

よく読み、保険診療を受ける際は必ず提示しましょう。

特別な事情がなく国民健康保険税を滞納していると、通常の保険証ではなく、有効期限の短い「短期被保険者

証」や、医療費の全額をいったん自己負担しなければならない「被保険者資格証明書」を交付する場合がありま

すのでご注意ください。

【保険の変更などがあったら市の窓口へ】

国保への加入・脱退は、自動の切替えではなく、市の窓口で手続きが必要

です。保険の変更があった日から14日以内に手続きをしてください。

諮必要書類

加入…加入していた健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類、印鑑

脱退…新しく加入した健康保険の被保険者証、国民健康保険被保険者証、

本人確認書類、印鑑

※本人確認書類は、運転免許証など顔写真入りのものは１点、介護保険被保

険者証や各種年金証書など顔写真のないものは２点以上が必要です

■問い合わせ 本庁健康増進課国保係（察34-2901）、各総合支所国民健康保険担当グループ

■■■■ 国民健康保険被保険者証の更新のお知らせ ■■■■
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10月１日から消費税率が10％になることに伴い、し尿などの収集・

運搬を行っている市許可業者は、料金を改定します。詳しくは市許可業

者へお問い合わせください。

※個人で管理する浄化槽汚泥の収集、運搬、処理に係る料金も同額です。

上醤刷祝の収集・運搬は行っていません

■問い合わせ 本庁生活環境課生活衛生係（察34-2341）

現 行 料 金新 料 金し尿などの量

1,624円1,660円200㍑まで

1,624円に10㍑増えるごと
に81円加算

1,660円に10㍑増えるごと
に83円加算

200㍑を超える場合

■■■■ し尿などの収集・運搬料金を改定 ■■■■公証週間公証相談会

見本
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奥州市役所・水沢総合支所

察0197-24-2111〒023-8501水沢大手町一丁目１

ホームページアドレス https://www.city.oshu.iwate.jp/
nformationii お知らせ

り、悩みごとなどを語り合ったり

する会です。当事者と家族は別

室で交流します。

■日時 ９月28日上午後１時半

～３時

■場所 奥州地区合同庁舎

■申し込み方法 ９月19日障ま

でに電話または申込先にある申

込書をファクス

■問い合わせ・申込先 本庁福祉

課障がい福祉係（察34-2325）

保育士の再就職について、不安

なことや知りたいことなど、コー

ディネーターや同じ思いを持つ

人たちとお話ししてみませんか。

気軽にご参加ください。

■日時 10月10日障午前10時半

～正午

■対象 保育士資格を持ち、保育

士として働いていない人

■場所 市総合福祉センター

■その他 参加は無料。お子様

連れ可。申し込み受け付けは10

月９日鐘正午まで

■問い合わせ・申込先

県社会福祉協議会保

育士・保育所支援セ

ンター（察019-637-

4544）

創業・起業に関心のある人、創

業間もない人（おおむね５年以

内）、新たな事業を考えている人

を対象としたセミナーです。

■日時 ９月28日上午後４時～

６時半

■場所 市まちなか交流館

■内容 諮講演（講師：叙スリー

デイズ 伊藤理恵代表取締役）、

諮ミニ交流会、諮座談会

■定員 30人

■参加料 無料（飲料・軽食代は

1,000円）

■申し込み方法 ９月24日鍾ま

でに申込先に次のいずれかで申

し込み陰電話隠申込先にある申

込書をファクスまたはメール

■問い合わせ・申込先

本庁企業振興課

工業振興係（察

34-2331）

高次脳機能障がいがある人や

その家族同士で、情報交換をした

宝くじの収益金を活用して事

業を行ってみませんか。

■助成の対象 自治会・町内会や

社会貢献を目的に活動する団体

など

■助成の種類（助成金額）

諮一般コミュニティ助成（100万

～250万円）…コミュニティ活動

に直接必要な設備などの整備（祭

り装束、太鼓、イベント備品など。

建築物、消耗品は除く）

諮コミュニティセンター助成（事

業費の５分の３・上限1,500万円）

…集会施設（コミュニティセン

ターや自治会集会所など）の建設

または大規模修繕やその施設に

必要な備品の整備

諮青少年健全育成助成（30万～

100万円）…スポーツ・レクリエー

ション活動や文化・学習活動に関

する事業、その他コミュニティ活

動のイベントに関する事業。主

に親子で参加するソフト事業

■応募期限 10月２日鐘

■問い合わせ・応募先 本庁地域

づくり推進課地域支援室（江刺総

合支所・察34-1619）

お知らお知らせせ 創業セミナー「自分らしく生

きる生き方としての起業」
令和２年度コミュニティ

助成事業

高次脳機能障がい

当事者・家族交流会

ほいくしカフェ
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